
 

（システム施行） 

 

保 体 号 外  

令和６年４月２３日  

 

 

各県立学校長 殿 

 

宮城県教育庁保健体育安全課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

学校教育活動等における熱中症事故の防止について（依頼） 

  

新学期が始まり、すでに県内では夏日を記録した地点がありました。暑さに体がまだ慣れていないこの

時期は、熱中症事故のリスクが高いことから、早めに熱中症対策を行うことが重要です。熱中症は、屋外

活動はもとより、屋内活動、登下校中においても発生することから、県教育委員会で作成した下記参考資

料を活用するなど、熱中症事故の未然防止に努めていただきますよう御協力願います。 

なお、環境省が発表している「熱中症警戒アラート」等については、４月２４日から運用が開始されま

すので承知願います。 

 

 

 

記 

 

 

【参考資料】 

 「子供たちの命を守る熱中症事故予防対策に向けて【学校における熱中症対策ガイドライン】」 

（令和３年７月） 

 

https://www.pref.miyagi.jp/documents/30956/863121.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担 当＞ 

学校安全・防災班 岩﨑 

電話：０２２－２１１－３６６９ 

学校保健給食班 松村 

 電話：０２２－２１１－３６６６ 

 
 

https://www.pref.miyagi.jp/documents/30956/863121.pdf


 

（電子メール施行） 

 

保 体 号 外  

令和６年４月２３日  

 

 

各市町村教育委員会学校安全主管課長 殿 

 （学校安全教育担当者 扱い） 

 

 

宮城県教育庁保健体育安全課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

学校教育活動等における熱中症事故の防止について（依頼） 

 

本県の教育行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、新学期が始まり、すでに県内では夏日を記録した地点がありました。暑さに体がまだ慣れていな

いこの時期は、熱中症事故のリスクが高いことから、早めに熱中症対策を行うことが重要です。熱中症は

屋外活動はもとより、屋内活動、登下校中においても発生することから、県教育委員会で作成した下記参

考資料を御活用いただき、熱中症事故の未然防止に努めていただくよう、所管の学校に御周知願います。 

なお、環境省が発表している「熱中症警戒アラート」等については、４月２４日から運用が開始されま

すので御承知願います。 

 

 

記 

 

 

【参考資料】 

 「子供たちの命を守る熱中症事故予防対策に向けて【学校における熱中症対策ガイドライン】」 

（令和３年７月） 

 

https://www.pref.miyagi.jp/documents/30956/863121.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担 当＞ 

学校安全・防災班 岩﨑 

電話：０２２－２１１－３６６９ 

学校保健給食班 松村 

 電話：０２２－２１１－３６６６ 

 

https://www.pref.miyagi.jp/documents/30956/863121.pdf


 

（システム施行） 

保 体 号 外  

  令和６年４月２３日  

 

 

各教育事務所長 殿 

 （学校安全教育担当者 扱い） 

 

 

保健体育安全課長 

（公印省略） 

 

 

学校教育活動等における熱中症事故の防止について（通知） 

 

 

このことについて、別添写しのとおり各市町村教育委員会学校安全主管課長宛て依頼しましたの

で、承知願います。 

 なお、熱中症事故の防止にあたっては、学校訪問等の機会に指導願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担 当＞ 

学校安全・防災班 岩﨑 

電話：０２２－２１１－３６６９ 

学校保健給食班 松村 

 電話：０２２－２１１－３６６６ 

 

 

 



 

（電子メール施行） 

 

保 体 号 外  

令和６年４月２３日  

 

 

各市町村教育委員会学校安全主管課長 殿 

 （学校安全教育担当者 扱い） 

 

 

宮城県教育庁保健体育安全課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

学校教育活動等における熱中症事故の防止について（依頼） 

 

本県の教育行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、新学期が始まり、すでに県内では夏日を記録した地点がありました。暑さに体がまだ慣れていな

いこの時期は、熱中症事故のリスクが高いことから、早めに熱中症対策を行うことが重要です。熱中症は

屋外活動はもとより、屋内活動、登下校中においても発生することから、県教育委員会で作成した下記参

考資料を御活用いただき、熱中症事故の未然防止に努めていただくよう、所管の学校に御周知願います。 

なお、環境省が発表している「熱中症警戒アラート」等については、４月２４日から運用が開始されま

すので御承知願います。 

 

 

記 

 

 

【参考資料】 

 「子供たちの命を守る熱中症事故予防対策に向けて【学校における熱中症対策ガイドライン】」 

（令和３年７月） 

 

https://www.pref.miyagi.jp/documents/30956/863121.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担 当＞ 

学校安全・防災班 岩﨑 

電話：０２２－２１１－３６６９ 

学校保健給食班 松村 

 電話：０２２－２１１－３６６６ 

 

写 

https://www.pref.miyagi.jp/documents/30956/863121.pdf

